
（別紙） 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令の概要 

 

１ 一般廃棄物処理施設の技術上の基準の追加 

（１）焼却施設に係る要件 

焼却施設（ガス化改質方式の焼却施設を含む。）において、固形燃料を

焼却する場合の要件を次のとおり新たに追加する。 

①  固形燃料を受け入れる場合は、固形燃料が湿潤な状態にならないよう

に必要な措置を講じた受入設備が設けられていること。 

②  固形燃料を保管する場合は、次の要件を備えた保管設備が設けられて

いること。 

(ｲ)  固形燃料が湿潤な状態にならないように必要な措置が講じられて

いること。 

(ﾛ)  常時換気することができる構造であること 

(ﾊ)  散水装置、消火栓その他の消火設備が備えられていること。 

③  固形燃料をサイロその他の閉鎖された空間に保管する保管設備（⑤に

掲げる場合を除く。）にあっては②の規定の例によるほか、次の要件を

備えていること。 

(ｲ)  保管設備内の温度及び一酸化炭素の濃度を連続的に測定し、かつ、

記録するための装置が設けられていること。 

(ﾛ)  異常な温度の上昇その他の異常な事態が生じた場合に、固形燃料

を速やかに取り出すことができる構造であること又は不活性ガスを

封入するための装置その他の発火を防止する設備が備えられている

こと。 

④  固形燃料をピットその他の外気に開放された場所に容器を用いない

で保管する場合であって、当該保管の期間が７日を超えるときは、②の

規定の例によるほか、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。 

(ｲ)  固形燃料の表面温度を監視するための装置が設けられていること。 

(ﾛ)  保管設備内の温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置

が設けられていること。 

⑤  固形燃料をサイロその他の閉鎖された場所に保管する場合であって、

当該保管の期間が７日を超えるときは、②の規定の例にかかわらず、次

の要件を備えた保管施設が設けられていること。 

(ｲ)  固形燃料が湿潤な状態にならないように必要な措置が講じられて

いること。 

(ﾛ)  固形燃料の酸化による発熱又は発生した熱が蓄積することを防止



するために必要な措置が講じられていること。 

(ﾊ)  連続的に固形燃料を保管設備に搬入する場合は、固形燃料の表面

温度を連続的に監視するための装置が設けられていること。ただし、

他の保管設備において保管していた固形燃料を搬入する場合はこの

限りではない。 

(ﾆ)  保管設備内の温度、一酸化炭素濃度その他保管施設を適切に管理す

るために必要な項目を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が

設けられていること。 

(ﾎ)  異常な温度の上昇その他の異常な事態が生じた場合に、不活性ガス

を封入するための装置その他の発火を防止する設備が設けられてい

ること。 

 

（２）破砕施設に係る要件 

       破砕施設の要件に、新たに投入する廃棄物に破砕に適さないものが含

まれていないことを連続的に監視するための措置が講じられていること

を追加する。 

 

（３）固形燃料化施設に係る要件 

固形燃料化施設の要件を次のとおり新たに追加する。 

      ①  破砕設備にあっては、次の要件を備えていること 

(ｲ)  投入する廃棄物に破砕及び固形燃料化に適さないものが含まれ

ていないことを連続的に監視するための措置が講じられているこ

と。 

(ﾛ)  爆発による被害を防止するために防爆設備又は爆風逃がし口の

設置その他の必要な措置が講じられていること。 

②  乾燥設備にあっては、次の要件を備えていること。 

(ｲ)  乾燥室出口の温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置

が設けられていること。 

(ﾛ)  乾燥した廃棄物中の乾燥状態を連続的に監視するための装置が

設けられていること。 

③ 廃棄物に薬剤を添加する場合、 薬剤添加設備にあっては、廃棄物と

薬剤を十分に混合することができるものであること。 

④  次の要件を備えた成形設備が設けられていること。 

(ｲ)  定量ずつ連続的に廃棄物を成形設備に投入できる供給装置が設

けられていること。 

(ﾛ)  固形燃料として必要な大きさ形状及び硬さに成形できるもので



あること。 

(ﾊ)  成形設備内の温度又は成形設備の出口における温度若しくは一

酸化炭素濃度を連続的に測定するための装置が備えられているこ

と。 

⑤  次の要件を備えた冷却設備が設けられていること。 

(ｲ)  固形燃料の温度を外気温度を大きく上回らない程度に冷却できる

ものであること。 

(ﾛ)  冷却設備入口及び出口の空気の温度を連続的に測定するための装

置が設けられていること。 

(ﾊ)  冷却設備内の温度又は一酸化炭素濃度を連続的に測定するための

装置が設けられていること。 

⑥  固形燃料を保管することができる保管設備を設ける場合にあっては

（１）の②から⑤の規定の例によること。 

 

２ 一般廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準の追加 

（１） 焼却施設に係る要件 

焼却施設（ガス化改質方式の焼却施設を含む。）において、固形燃料を

焼却する場合の要件を次のとおり新たに追加する。 

①  固形燃料の受入設備にあっては固形燃料が湿潤しないように必要な

措置を講ずること。 

②  固形燃料を保管設備に搬入しようとする場合にあっては次のとおり

とする 

(ｲ)  固形燃料の性状が基準（水分：１０％以下、温度：外気温度を大き

く上回らない）に適合していることを測定により確認し、かつ、記録

すること。 

(ﾛ)  固形燃料の外観を目視により監視し、著しく粉化していないことを

確認し、かつ、記録すること。 

③  搬入しようとする固形燃料の性状が②(ｲ)又は(ﾛ)の規定に適合しな

い場合は、保管設備へ固形燃料を搬入しないこと。 

④  固形燃料を保管施設から搬出しようとする場合にあっては、②の規定

の例によること。 

⑤  搬出しようとする固形燃料の性状が④の規定で準用する②(ｲ)又は

(ﾛ)の基準に適合しない場合は、保管設備内の固形燃料を速やかに処分す

ること。 

⑥  受け入れた固形燃料の性状を適切に管理するために水分、温度その他

の項目の測定を行い、かつ、記録すること。 



⑦  固形燃料を保管する場合にあっては、次のとおりとする。 

(ｲ)  固形燃料が湿潤しないように必要な措置を講ずること。 

(ﾛ)  保管設備内を常時換気すること。 

(ﾊ)  保管期間がおおむね７日間を超える場合にあっては、固形燃料の入

換えその他の固形燃料の放熱のために必要な措置を講ずること。 

⑧  固形燃料をピットその他の外気に開放された場所に容器を用いて保管

する場合にあっては、⑦の規定の例によるほか、次のとおりとする。 

(ｲ)  複数の容器を用いて保管する場合にあっては、各容器の周囲の通気を

行うことができるよう適当の間隔で配置することその他の必要な措置

を講ずること。 

(ﾛ)  容器中の固形燃料の性状を把握するために適当に抽出した容器ごと

に固形燃料の温度を測定し、かつ、記録すること。 

(ﾊ)  測定した温度が、容器を用いて保管する上で適切なものとなってい

ることを確認すること。 

⑨  固形燃料をサイロその他の閉鎖された場所に保管する場合（⑪に掲げる

場合を除く。）にあっては、⑦の規定の例によるほか、次のとおりとする。 

(ｲ)  保管設備内の温度及び一酸化炭素濃度を連続的に測定し、かつ、記

録すること。 

(ﾛ)  測定した温度及び濃度が、保管設備を管理する上で適切なものとな

っていること確認すること。 

⑩   固形燃料をピットその他の外気に開放された場所に容器を用いないで

保管する場合であって、当該保管の期間が７日を超えるときは、⑦の規

定（(ﾊ)を除く。）の例によるほか、次のとおりとする。 

(ｲ)  保管設備内を定期的に清掃すること。 

(ﾛ)  保管した固形燃料のかくはんその他の異常な温度の上昇を防止する

ために必要な措置を講ずること。 

(ﾊ)  固形燃料の表面温度を連続的に監視すること。 

(ﾆ)  保管設備内の温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。 

(ﾎ)  監視又は測定した温度については。保管設備を管理する上で適切な

ものとなっていることを確認すること。 

⑪  固形燃料をサイロその他の閉鎖された場所に保管する場合であって、当

該保管の期間が７日を超えるときは、⑦の規定の例にかかわらず、次のと

おりとする。 

(ｲ)  固形燃料が湿潤な状態にならないように必要な措置を講ずること。 

(ﾛ)  保管設備内を定期的に清掃すること。 

(ﾊ)  固形燃料の酸化による発熱又は蓄熱を防止するために必要な措置を



講ずること。 

(ﾆ)  連続的に固形燃料を保管設備に搬入する場合は、固形燃料の表面温

度を連続的に監視すること。ただし、他の保管設備において保管して

いた固形燃料を搬入する場合はこの限りではない。 

(ﾎ)  保管設備内の温度、一酸化炭素濃度その他保管設備を適切に管理す

るために必要な項目を連続的に測定し、かつ、記録すること。 

(ﾍ)  測定した温度又は濃度については、保管設備を管理する上で適切な

ものとなっていることを確認すること。 

 

（２）破砕施設に係る要件 

破砕施設に係る要件に、投入する廃棄物に破砕に適さない廃棄物が含ま

れていないことを連続的に監視することを新たに追加する。 

 

（３）固形燃料化施設に係る要件 

固形燃料化施設の要件を次のとおり新たに追加する。 

①  受入設備にあっては、廃棄物の性状が均一となるよう必要な措置を講

ずること。 

②  破砕設備にあっては、投入する廃棄物に破砕及び固形燃料化に適さな

い廃棄物が含まれていないことを連続的に監視すること。 

③  乾燥設備にあっては、次のとおりとする。 

(ｲ)  乾燥室の出口の温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。 

(ﾛ)  乾燥させた廃棄物中の乾燥状態を連続的に監視すること。 

(ﾊ)  乾燥設備内に廃棄物が滞留する場合にあっては、火災の発生を防止

するために散水その他の必要な措置を講ずること。 

(ﾆ)  排ガスに係る管路を定期的に清掃すること。 

(ﾎ)  測定した温度及び監視した乾燥状態については、乾燥設備を管理す

る上で適切なものとなっていることを確認すること。 

④  薬剤添加設備にあっては、投入した廃棄物と薬剤を均一に混合するこ

と。 

⑤  成形設備にあっては、次のとおりとすること。 

(ｲ)  運転を開始する場合には、成形設備内の塵を除去すること。 

(ﾛ)  廃棄物の投入は、定量ずつ連続的に行うこと。 

(ﾊ)  固形燃料として必要な大きさ、形状及び硬さとなるよう成形するこ

と。 

(ﾆ)  成形設備内の温度又は成形設備の出口における温度若しくは一酸

化炭素濃度を連続的に測定すること。 



(ﾎ)  測定した温度又は濃度については、成形設備を管理する上で適切な

ものとなっていることを確認すること。 

⑥  冷却設備にあっては、次のとおりとすること。 

(ｲ)  固形燃料の温度を外気温度を大きく上回らない程度に冷却すること。 

(ﾛ)  冷却設備入口及び出口の温度を連続的に測定し、かつ、記録するこ

と。 

(ﾊ)  冷却設備内の温度又は一酸化炭素濃度を連続的に測定すること。 

(ﾆ)  冷却設備内に固形燃料が滞留する場合にあっては、火災の発生を防

止するために必要な措置を講ずること。 

(ﾎ)  測定した温度又は濃度については、冷却設備を管理する上で適切な

数値になっていることを確認すること。 

⑦  固形燃料の保管設備にあっては（１）②から⑪の規定の例によること。 

⑧  製造した固形燃料の性状を適切に管理するために水分、温度その他の

項目の測定を行い、かつ、記録すること。 

 

３ 一般廃棄物処理施設の維持管理に関し環境省令で定める記録事項の追加 

焼却施設（ガス化改質方式の焼却施設を含む。）に係る記録事項につい

て、２において追加された温度等の測定状況及び清掃状況に関する事項を

追加する。 

 

４  既存施設の取扱い（経過措置） 

（１）新設の施設 

施行日から適用する。 

（２）既存施設 

構造基準の改正規定のすべて及び維持管理基準のうち一部の規定につ

いては、施設に何らかの構造物の設置を義務付けることとために設備投資

や改造工事に要する時間を手当する必要があることから、平成１６年１１

月１日から平成１８年１０月３１日までの２年間経過措置を設けた。 

 

５ その他所要の措置 


